
第１条　会の名称

本会の名称を「がん研有明友の会」（略称、有明友の会）とする。（以下、「本会」という）

第２条　事務局

1 本会の事務局を東京都江東区有明三丁目８番３１号　がん研究会有明病院内に置く。

2 事務局は、総会、理事会、委員会等における事務を担当する他、本会の窓口となり、会員名簿の作成・管理

ならびに会員に対する会報の発行・送付等を行う。

3 事務局には事務局長、事務局員を置き、その給与は有給とすることができる。

第３条　会員の資格及び入退会

1 会員は、がん患者並びにその家族、及びその他、がんに関心を持つもので、本会則を承認のうえ所定の入会

　 手続きを行い、本会が承認した個人または法人もしくは団体とする。

2 入会は随時行い、入会の手続きを経て入会が承認され、年会費が納入されたときをもって会員とする。しかし、

次のいずれかに該当する場合には会員となることが出来ず、後日判明した場合には会員資格を取り消すことが

ある。

① 入会手続きに際して虚偽の申告をしたとき。

② [暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]に定める暴力団組織もしくはこれに類する団体や組織

に関与していると認められるとき。

③ その他、会員としてふさわしくないと認められるとき。

第４条　名誉会員

本会活動の趣旨に賛同し、応援する意思のある方で、広く社会の中で活躍し尊敬されている著名人をもって名誉

会員（以下本条において「当会員」という）とすることができる。以下、次のとおりとする。

1 当会員の選出は理事会において行い、本人の承諾を得て、総会において承認を得る。

2 当会員の任期は２年とし、再任は妨げない。

3 当会員は本会の趣旨に沿って、本会の求めに応じて可能な範囲にて講演会、広報活動への参加等協力に努

める。

4 前項に係る報酬（実費交通費を除く）は無償とし、第３条及び第５条の定めに拘らず当会員の会費納入は、

不要とする。

5 その他必要事項が生じた場合、会長の決裁をもって対応する。

第５条　会費

1 本会の会費は年会費とし、個人一口5,000円　一口以上、法人・団体一口5,000円　六口以上とする。

2 一度納入された会費は、事由の如何に拘らず返還しない。

3 入会時の年会費については、上半期（年度の半ば、９月末日迄）の入会者はその全額、下半期(１０月１日以降）

における入会者においてはその半額を支払うものとする。

4 会費の納入時期に拘らず、会費の有効期限は毎年度到来日３月末をもって終了するものとする。次年度継続を

希望する会員は原則として、当該年度３月末までに次年度分の会費を納入するものとする。但し、当該会費は、

　  次年度９月末までに納入しない場合には自動的に会員資格を失うものとする。

第６条　個人情報

1 本会は、会員の住所・氏名などの個人情報を本会の目的のみに取得・使用・管理し、他の目的のために使用

    しない。

2 会員は、入会に際し、会員の個人情報が、本会の目的のために、公益財団法人がん研究会（以下、（公財）がん

研究会と云う）及びがん研有明病院（以下、病院と云う）において取得・使用・管理されることを予め承諾する。

第７条　会の目的

1 情報の提供、講演会等を通じてがんに対する知識の普及を図るとともに、健診受診費用の一部負担により

がん健診の機会を設ける等、本会会員の健康増進を図る。

2 病院職員と本会会員相互の親睦を図り、（公財）がん研究会の事業に対する理解を深め、がん克服に向けた

　  病院事業の推進に必要な支援をする。

第８条　会の事業　本会は、以下の事業を行う。

1 年に４回、友の会会報を発行する。

2 会員に向けて、（公財）がん研究会及び病院が開催する市民公開講座・講演会等、開催の案内を行う。
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3 病院健診センターにおける健診について、その機会増大を図るために受診費用の一部負担を行う。

4 本会が主催する講演会、病院職員と懇談会等を適宜開催する。

5 その他、友の会の目的達成に必要と考えられる事業を行う。

第９条　理事会

1 本会に理事会を置く。

2 理事会は、本会の活動方針、事業計画、予算・決算、本会則の改訂等に関する事項を協議・決定し、その運営

　 にあたる。

3 理事会は次に定める役員によって構成される。

会長　 １名 ： 本会の代表で運営の責任者とする。

副会長　 ２名 ： 会長を補佐し、必要のあるときには会長の任務を代行する。

理事　　 若干名 ： 活動方針、事業計画等の立案と運営などの会務に当たる。

会計　 ２名 ： 会費等の管理をし、総会において会計報告を行う。

顧問　　 若干名 ： （公財）がん研究会及び病院職員若しくは職員であったものとし、円滑な業務遂行のため

の助言、援助を行うとともに会務に当たる。

4 理事会は必要に応じ、会長の招集によって行われる。

5 役員の任期は２年とするが、再任はこれを妨げない。

6 欠員により選任された役員の任期は、欠員となった役員の残任期とする。

7 役員の費用弁償（交通費等）は実費相当とする。

第１０条　監事 本会に監事２名を置き、運営・会計監査を行う。

第１１条　役員・監事の選出は次の通りとする。

第９条及び第１０条に規定する役員・監事は、総会において選出する。

第１２条　本会の会議は次の通りとし、会長はこれを招集する。

1 定時総会

① 総会は全会員で構成され、原則として、年一回、６月に会長の招集によって行われる。

会長に事故あるときは副会長がこれを招集する。

② 総会の議長は会長が務める。会長に事故あるときは副会長がこれを務める。

③ 総会は議案について審議し、出席会員の過半数をもって議決する。

2 臨時総会

会長が必要と認めた場合、臨時総会を随時開催可能とする。

3 理事会

会長が必要と認めた場合、理事会を随時開催可能とする。

4 委員会

理事会には以下の委員会を置き、正副委員長のもと本会の実務を執行する。

① 総務委員会～本会事業の運営全般に関する事項に携わる。

② 企画渉外・広報委員会～本会事業の企画立案、会報の発行及び講演・懇親会の運用に携わる。

③ 会員増強推進委員会～本会々員の増強活動に携わる。

④ 友の会会員相談～がんに関する相談事項に携わる。

⑤ その他、理事会の決議により定められた委員会。

第１３条　本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第１４条　本会に次の簿冊（電磁的記録を含む）を備える。

①会員名簿　②金銭出納簿　③証憑類　④備品台帳　⑤会議録　⑥その他必要書類

第１５条　本則に定めなき事由が生じたときは、理事会に諮りこれを決定する。

この会則は平成１８年１１月１日から実施する。

平成２３年７月１日一部改正

平成２８年６月１６日一部改正

平成３０年６月２１日一部改正

令和元年９月２６日一部改正

第５章　補則

第３章　役員・監事の任務及び選出

第４章　会議

[付則]　


